
 

 

男性育児休業取得促進に向けた取組内容 

 

 
 

両立支援企業 

登録番号 

 

１３７６－２ 

【企業・事業所等の写真】 

 

 

 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

企 業 名 

マツバラグミ 

株式会社 松原組 

所 在 地 

〒７２１－０９４２ 

広島県福山市引野町５２１８番地 

代表者名 代表取締役 松原 宏林 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 

ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 

 

https://matsubara-gumi.co.jp/ 

男性育児

休業等の 

取得促進

に向けた

取組内容 

２０１９年より、従業員に子どもが生まれるごとに子一人につき１００万円を支給

する出産祝金制度を創設しましたが、２０２２年１０月より、従業員にとって一人目

の子には１００万円、二人目には２００万円、三人目以降は３００万円（いずれも所

得税・社会保険料控除後の金額）を支給する制度に大幅拡充しました。 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

取組の PR 

ポイント 

これまでに３０人以上が、本制度による出産祝金（１００万円・２００万円）を受け

取っていますが、２０２４年２月には制度拡充後初の３００万円の授与式が行われ、

子育て支援の独自取組企業としてメディア各社に取材いただきました。 
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